
免許期間：令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで
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漁業権者（漁業協同組合、支所）

１ 号 糸島（野北を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ 号 糸島（野北を除く） × ○ × × ○ ○ ○ 〇 × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ 〇 〇 × × × × × × × × 〇 ○ × ○

３ 号 糸島（野北）、福岡市（西浦、唐泊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ 号 糸島（野北） × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ × ○

５ 号 福岡市（西浦） × ○ × × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ ○ × ○

６ 号 福岡市（玄界島） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

７ 号 福岡市（小呂島） × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○

８ 号 福岡市（能古、姪浜、伊崎、箱崎、奈多、志賀島） ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９ 号 福岡市（奈多、志賀島、弘）、新宮相島 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０ 号 新宮相島（相島） × ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

１１ 号 福岡市（奈多、志賀島、弘）、新宮相島、宗像（津屋崎） × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

１２ 号 宗像 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１３ 号 宗像 × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

１４ 号 遠賀、ひびき灘（岩屋） ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 〇 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○

１５ 号 遠賀（波津） × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ 〇 〇 ○

１６ 号 ひびき灘（脇田）、北九州市（脇之浦、若松） × ◎ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ 〇 〇 ○

１７ 号 ひびき灘（脇田）、北九州市（脇之浦） × ◎ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

１８ 号 ひびき灘（藍島）、北九州市（平松、長浜、馬島、大里、旧門司） ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

１９ 号 ひびき灘（藍島）、北九州市（平松、長浜、馬島、大里、旧門司） ○ ◎ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○

２０ 号 ひびき灘（脇田、藍島）、北九州市 × ◎ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

２１ 号 北九州市（脇之浦、若松） × ◎ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○
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別紙一覧表①
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